
千葉みなと１号浮さん橋使用要領 

１ 目的 

この要領は、千葉港千葉中央地区の係留施設「千葉みなと１号浮さん橋」（以下、「さ 

ん橋」という。）の使用に関し、必要な事務の取扱いについて定めるものである。 

 

２ 概要 

さん橋の概要は、下記のとおりである。 

（１）位置図及び使用可能箇所  別添図のとおり 

（２）諸 元  下表のとおり 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 旅客船の運航に必要となる待合所及び券売所として、隣接する旅客船ターミナル

等複合施設（中央区中央港１丁目２０５番１）を使用することができる。 

※２ さん橋の一時使用については、さん橋の沖側（以下、「ビジターバース」とい

う。）に限る。 

（３）管 理 者  千葉市長（都市局都市部交通政策課 事務取扱） 

（４）管理事業者  さん橋管理使用調整業務の受託者 

 

３ 使用資格 

（１） ビジターバースに旅客船を一時的に使用（係留）できる場合は、一般旅客定期航路

事業又は旅客不定期航路事業を営む者（船主若しくはチャーターする者）が、業と

して実施する運航に限るものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は使用

することができない。 

ア 宗教・政治的目的で実施するもの 

イ 公序良俗に反し、又はそのおそれのあるもの 

ウ 人権侵害となり、又はそのおそれのあるもの 

エ 美観風致を害し、又はそのおそれのあるもの 

オ 公衆に不快の念又は危害を与え、又はそのおそれのあるもの 

カ 法令等に違反するもの 

キ 税金を滞納している等公的機関等との契約における違反があるもの 

ク 他の船着場の使用ルール等を遵守していない事実があるもの 

ケ 港湾の秩序を乱し港湾の不正な使用をするおそれがあるもの 

コ その他、不適切であると管理者が認めるもの 

（２）前項の規定にかかわらず、管理者が特に認めた場合は使用できるものとする。 

 

 

内          訳 

港湾施設名 千葉みなと１号浮桟橋 

構造形式 ＲＣハイブリッド製 

浮 体 長 ５０ｍ 

浮 体 幅 １０ｍ 

浮 体 高 １．９ｍ 

乾 舷 高 ０．９ｍ 

計画水深 ２．０ｍ（実水深は９ｍ以上あり。） 

係船曲柱 

（ビジター） 

１５０ＫＮ、直径２５ｃｍ、高さ４５ｃｍ、 

設置間隔１０ｍ、計６基 

係船環 ＲＢφ３２ ５組（１０ｍ間隔） 

防舷材（Ｖ型） 長さ１ｍ、高さ１５ｃｍ、設置間隔５ｍ 

照明灯 平均照度５０ＬＸ 



４ 一時使用条件 

ビジターバースの一時使用（係留）については、３に定める資格要件を満たすととも

に、次の各号の全てに該当する場合に限るものとする。 

（１）さん橋を定係場として使用する旅客船との調整により乗降が可能であること。 

（２）さん橋を定係場として使用する旅客船が定期的に運航している内容と同様の運航では 

ないこと。 

（３） 管理者から、千葉県港湾管理条例（以下「条例」という。）第４条第１項に基づく

使用許可を受けていること。 

 

５ 使用できる船舶 

さん橋を使用できる船舶は、全長３０ｍ程度、総トン数３５０トン程度までの船舶であ

って、次のいずれかに該当する船舶である。 

（１） 海上運送法に基づき、関東運輸局長の許可を得てさん橋を起点又は終点とする旅客

不定期航路事業の許可を得た船舶  

（２） 海上運送法に基づき、関東運輸局長にさん橋を起点又は終点とする人の運送をする

内航不定期航路事業の届出をした船舶  

（３）その他管理者が特に認めた船舶 

 

６ 使用時間 

さん橋は、９時から１８時まで使用できるものとする。ただし、花火大会鑑賞クルー

ズや初日の出クルーズなど、時間的制約が伴うものについては、さん橋の時間外使用を

認める場合がある。 

 

７ 使用料 

さん橋を使用した場合には、千葉県港湾管理条例第９条及び千葉県使用料及び手数料条 

例に定めるところにより、次の使用料を納入すること。ただし、総トン数５トン未満の 

船舶を除く。 

（１）係 留 ３ 時 間 未 満 の 場 合 総トン数１トンにつき２円２０銭 

（２）係留３時間以上１２時間未満の場合  総トン数１トンにつき３円３０銭 

（３）係留１２時間以上の場合 総トン数１トンにつき２４時間までごと４円４０銭 

 

８ 使用手続き 

さん橋の使用に必要となる手続きは次のとおりである。 

（１）さん橋の使用方法 

ア 事前協議 

（ア） さん橋を使用しようとする者（以下「申請者」とする）は、事前に使用目的や内    

容等を管理者と協議する。 

（イ）管理者は、協議内容が条例等に適合するものであるか確認し、使用の可否を判断

する。 

イ 申請 

（ア） 事前協議により、さん橋を使用できることになった場合、申請者は、千葉県港湾   

管理条例に基づく「岸壁・物揚場使用許可申請書（別添のとおり）」（以下、

「申請書」という。）を管理者へ、ファクシミリ又は電子メールにて提出する。 

申請書には、次の書類（省略できる場合がある。）を添付する。 

①さん橋を起点又は終点とする不定期航路事業の許可書若しくは人の運送をす

る内航不定期航路事業の届出書の写し 

※ 新たな航路を追加する場合など、航路の変更・追加等があるときは、その 

都度、管理者に提出する。 

②さん橋使用概要書（別添のとおり） 

③船舶検査証書の写し 



④その他管理者が指示するもの 

（イ） 管理者は、申請書が提出されたときは、当該申請書について不備又は不足がない

ことを確認するとともに、さん橋の使用を調整する。申請書に不備や不足がある

場合には申請者に補正させたうえで再度提出させる。 

（ウ） 申請書の申請受付は、使用する月の３か月前の１日から開始する。１日が土日祝   

日の場合は当該月の直近の平日とする。（例：７月分の使用→４月１日予約受付

開始。４月１日が土曜日の場合は、４月３日（月）予約受付開始） 

（エ）申請者は、使用日の１週間前までに申請を行う。 

（オ）管理者は、申請書の内容及びさん橋の使用を調整したうえで、使用に支障が無い

と認められる場合には、申請書に受付印を押印し、申請から３日以内（土日祝日除

く）にファクシミリで申請者へ返信する。 

ウ 審査基準 

（ア） ５に定める船舶を使用すること 

（イ） ３に定める者が申請者であること 

（ウ） ６に定める時間内であること。 

（エ） 千葉県港湾管理条例第４条第２項から第３項に抵触しないこと。 

（オ） 使用目的が港湾施設の用途及び目的に合致していること。 

（カ） 使用の期間や方法が妥当であること。 

（２）当日のさん橋使用 

 申請者は「申請書（受付印入り）」を現地に持参し、さん橋の管理事業者の指示に従 

い使用すること。 

（３）予約の取消し及び予約時間の変更 

ア 予約の取消及び予約時間の変更は、使用の３日前の１７時（土日祝日、１２月２９ 

日～１月３日を除く）までに、管理者に電話で連絡するものとし、それ以降の取消 

又は無断キャンセルの場合は、使用したものとみなして、使用料金を徴収する。 

イ ただし、台風等の気象条件によりさん橋を使用できない場合は、その旨を申請者か 

ら管理者に事前に電話連絡すれば、使用料金を徴収しない。 

ウ キャンセル回数の多い事業者には使用を禁止する場合がある。 

（４）使用料金の納入方法 

使用料金は、使用した月の末日で締め、その翌月に１月ごとを単位として、千葉県千 

葉港湾事務所港営課から申請者に請求書が送付される。申請者は使用料金を千葉県千 

葉港湾事務所港営課から送付される納入通知書により入金する。なお、納入期限は使 

用した翌月の末日とするが、当該月の末日が土日祝日の場合、当該月の最後の平日と 

する。   

 

９ 使用に伴う注意事項 

申請者は、使用にあたり次の点に注意すること。 

（１）着岸及び乗降に関する注意 

ア 着岸時間を厳守して使用すること。また、乗客には、速やかに乗下船されるよう呼 

び掛けをすること。 

イ 予約時間は厳守し、他に使用船舶がない場合でも、１０分以上の早期着桟や遅延は 

認められない。やむを得ず遅れる等の場合は、指定する連絡先にあらかじめ連絡す 

ること。 

ウ 発着所付近では騒音の発生に注意し、乗客への指導を行うこと。特に夜間について 

は周辺施設からの苦情を招く原因にもなるので、乗客へ周知徹底すること。 

エ 係留に当たっての綱取り、乗下船案内は申請者で対応すること。 

オ 乗客が乗り降りする際にタラップが必要な場合は、申請者が用意すること。 

カ 乗客の集合と乗下船の安全管理は、申請者の責任で対応すること。 

（２）船舶航行に関する注意 

ア 船舶航行及び事業運営に当たっては、港則法等の関係法令を遵守し、申請者の責任 



において安全を最優先に使用すること。また、発着所付近では、周辺施設に迷惑が 

かからないよう静かに航行すること。 

イ 事故発生時には、旅客の安全確保を図り、海上保安庁、千葉港湾事務所及び管理者 

へ連絡すること。 

 

１０ 禁止行為 

禁止行為を行なった申請者は、以後の使用ができなくなる場合がある。 

（１）さん橋を損傷する行為 

（２）譲り合わない、怒鳴る等のマナーに反する行為 

（３）さん橋周辺の住民・会社等の迷惑となる行為 

（４）油、ごみ、空き缶その他汚物を投棄し、又は放置する行為 

（５）さん橋での物品販売、募金等 

（６）危険物の搬入及び貯蔵 

（７）虚偽による不正な使用登録 

（８）納入期限までの使用料金の未納行為 

（９）本要領を守らない場合 

（１０）その他、さん橋の管理上支障をきたすおそれのある行為 

 

１１ その他 

（１） 申請者は、誤操船等によりさん橋を毀損した場合は、速やかに管理者に報告すると

ともに、管理者の指示により自己の責任で復旧すること。 

（２） さん橋使用上の自損事故及び申請者が第三者に損害を与えた場合等の一切の責任は

申請者が負うものとし、管理者は何ら責任を負わない。 

（３） 管理者は、さん橋に係る事故等の突発的な事象や修繕等の事由により、既に承認し

たさん橋の使用を取り消すことができる。この場合、申請者に損害等が生じても、

管理者は何ら責任を負わない。また、申請者は管理者に補償や損害賠償を請求する

ことはできない。 

（４） 申請者は、実績報告としてさん橋の使用状況について、申請書の下欄（決定欄）に

必要事項を記入し、併せて欄外に乗船者数を記入のうえ、使用状況写真を添付し、

使用後速やかに管理者に提出すること。 

 

   附 則 

 この要領は、平成２９年６月９日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

  



参考（さん橋位置図） 

 

 

＜さん橋の側面図＞ 
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第二号様式（第三条第一項） 

                                         年  月  日 

岸 壁・物 揚 場 使 用 許 可 申 請 書  

 千 葉 市 長  様 

                          申請者（提出者・会社） 

                          船社又は代理店 

                          運航者 

                          住所又は所在地 

 

 岸壁・物揚場を使用したいので、千葉県港湾管理条例第４条第１項の規定により、次のとおり申請します。 

船社又は代理店コード  運航事業者コード  

 （陸揚）                         （船積） 

（コード）  品名 数量（単位） （コード）  品名 数量（単位） 

        トン 

個 

台 

  トン 

個 

台 

 

船舶油濁損害賠償保障法第３９条の４に規定する一般船舶油濁損害賠償等保証契約の締結の有無 有 ・  無 

証契約の有効期間      年   月   日 から     年   月   日まで 

  

荷役機械の種類 港運業者名 船     主 
押船・曳船の船名及びトン

数 

    

 備      考  

（決定欄） 

船席（着岸位置）  使 用 料 金 

＊バース      着岸位置  

 

 

   時間 

船舶 ＊ 

着岸（予定）日時 離岸（予定）日時 

＊ 

  月  日  時  分 

＊ 

月  日  時  分 

貨物 ＊ 

注 ＊印欄は記入しないこと 

信号符字（コールサイン） 船      名   船の全長 船幅 

  ｍ ｍ 

国       籍 総トン数 国際トン数 重量トン数 船の種類 

日 本 ｔ ｔ ｔ  

運 航 区 分 港内シフト予定 使用形態区分 （コールサイン）（被）接舷船名 

I：入港 S：移動 有 ・ 無 優先指定船・接舷船   

入港（予定）日時 着岸（希望）日時 離岸（希望）日時 

月   日   時  分 月   日   時  分 月   日   時  分 

（コード）   航   路   名 希望船席係留場所 危険品の有無 

         外航   定期 

        内航   不定期 
千葉みなと１号浮桟橋 有（A  B  C）・無 

着岸時（入出港時最大）喫水 離岸時喫水 着岸舷側 

船首：   ｍ 船尾：   ｍ 船首：    ｍ 船尾：    ｍ P：左舷 ・ S：右舷 

前港（又はシフト前バース） 

（コード） 

前港（又はシフト前バース） 

（コード） 

仕出港 

（コード） 

仕向港 

（コード） 

    



さん橋使用概要書 

 

１ さん橋の使用目的 

 

２ 使用船舶の概要 

使用船舶明細書 

船 名  

船 舶 の 種 類   

船 質  

船 舶 番 号 又 は 

船 体 識 別 番 号 
 

船籍港又は定係港  

進 水 年 月   

船 舶 所 有 者   

総 ト ン 数   

旅 客 定 員  

航 海 速 力  

船 舶 画 像  

＊「船舶国籍証書」「船舶検査証書」「船舶明細書」「船舶検査手帳」を添付願います。 


